
岐阜県特定給食施設等指導要綱 

                                                   平成１５年５月１日 

  （改正 令和２年３月１７日） 

 （目的） 

第１条 この要綱は、健康増進法（平成１４年法律第１０３号。以下「法」という。）に

基づく特定給食施設等を的確に把握し、法及び同法施行規則（平成１５年厚生労働省令

第８６号。以下「規則」という。）並びに岐阜県健康増進法施行細則（平成１６年岐阜

県規則第９号。以下「細則」という。）に基づき給食施設に対し適切な指導を行うこと

により、給食施設が食環境の整備と栄養教育の発信の場として、食生活改善の一翼を担

い、喫食者の栄養管理に努めるとともに県民の栄養状態の改善及び健康増進を図るため

に必要な事項を定めるものとする。 

 （実施担当者） 

第２条 給食施設指導の実施担当者は、法第１９条に規定する保健所の栄養指導員とする。 

 （指導対象施設） 

第３条 指導対象施設は、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち

栄養管理が必要で、かつ、法第２０条及び規則第５条による施設（以下「特定給食施設」

という。）並びに１回２０食以上１００食未満又は１日５０食以上２５０食未満の食事

を供給する施設（以下「その他の給食施設」という。）とする。 

 （指導対象施設の把握） 

第４条 特定給食施設は、法第２０条及び細則第２条の定めるところによるものとする。 

２ その他の給食施設の設置者は、当該施設における給食の開始、再開、変更、休止及び    

廃止の状況について、細則第２条に定める特定給食施設の届出の規定を準用し、同条各

項に規定する届出書を施設の所在地を管轄する保健所長に提出するものとする。 

 （管理栄養士必置施設指定と指定取消） 

第５条 知事は、届け出のあった特定給食施設について、規則第７条に規定する管理栄養

士必置施設と認められる場合は、管理栄養士必置施設指定通知書（第１号様式）により

通知し、指定するものとする。 

２ 知事は、前項により指定した特定給食施設が、基準を満たさなくなった場合は、管理    

栄養士必置施設指定取消書（第２号様式）により、速やかに指定を取り消すものとする。 

 （栄養管理状況の把握） 

第６条 保健所長は、特定給食施設及びその他の給食施設に対し、毎年１１月中に実施し

た給食について、翌月末日迄に細則第３条に定める栄養管理報告書の提出を求め、適切

な栄養管理のための指導を行うものとする。 

 （台帳の整備） 

第７条  保健所長は、給食施設の設置者から提出された届出に基づき、給食施設台帳（第  

３号様式）を整備するものとする。 



２ 知事は、管理栄養士必置施設指定通知書に基づき、管理栄養士必置施設台帳（第４号    

様式）を整備するものとする。 

 （指導計画） 

第８条 栄養指導員は、給食施設の指導にあたっては指導目標を掲げ、次に掲げる各号に

留意し、年間及び月間の指導計画書を作成し、計画的に実施するものとする。 

一  栄養管理上指導の必要性の高い給食施設に対して重点的に行うこと 

二  計画的な個別指導（巡回指導等）を行うとともに、必要に応じて集団指導を行うこと 

 （管理栄養士配置指導） 

第９条 知事は、指定した施設が管理栄養士を設置していない場合は、管理栄養士配置計

画書（第５号様式）の提出を求め、改善が見られない時は勧告を行うものとする。 

２ 栄養指導員は、給食施設に対し指導を行ったときは、必要に応じて給食施設栄養指導    

票（第６号様式）により文書指導を行い、改善結果の報告を求めるものとする。また、    

文書による指導を行っても改善されない場合は、改善勧告を行うものとする。 

 （指導の記録と評価） 

第１０条 給食施設に対して指導を行った場合には、給食施設台帳に必要事項を記録し、

改善指導を行った内容が適切に処理されているかについての評価を行い、その後の経過

及び結果について適宜確認を行うものとする。 

   附 則 

１ この要綱は、平成１５年５月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、岐阜県給食施設指導要領（平成８年２月１日付け健増第８２５

号）及び管理栄養士必置施設指定事務取扱要領（平成６年１２月９日付け健増第８３４

号）に規定する様式により使用されている書類は、この要綱による様式によるものとみ

なす。 

３ 岐阜県給食施設指導要領及び管理栄養士必置施設指定事務取扱要領は、廃止する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１６年２月２日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２４年１０月２４日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の岐阜県特定給食施設等指導要綱

の規定により作成されている用紙（以下「旧用紙」という。）がある場合においては、

この要綱による改正後の岐阜県特定給食施設等指導要綱の規定にかかわらず、旧用紙

をそのまま使用することを妨げない。 

附 則 

１ この要綱は、令和２年３月１７日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の岐阜県特定給食施設等指導要綱

の規定により作成されている用紙（以下「旧用紙」という。）がある場合においては、



この要綱による改正後の岐阜県特定給食施設等指導要綱の規定にかかわらず、旧用紙

をそのまま使用することを妨げない。 

 

別記 

第１号様式（第５条関係） 

第２号様式（第５条関係） 

第３号様式（第７条関係） 

第４号様式（第７条関係） 

第５号様式（第９条関係） 

第６号様式（第９条関係） 

 



別記 

第１号様式（第５条関係） 

 

 

 

 

 

管理栄養士必置施設指定通知書 

 

指 定 番 号      

 

 

 

 

 

健康増進法第２１条１項の規定により、管理栄養士を置かなければならない 

特定給食施設として指定します。 

 

 

特定給食施設の名称  

特定給食施設の所在地  

設 置 者 名  

住 所  

施 設 の 種 類  

 

 

  年  月  日 

 

 

 

 

岐阜県知事           印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第５条関係） 

 

 

 

 

 

管理栄養士必置施設指定取消書 

 

 

 

年   月   日付け指定番号    号をもって健康増進法第２１条第１項の 

規定による管理栄養士を置かなければならない特定給食施設として指定しましたが、 

指定の基準に該当しなくなったのでその指定を取り消します。 

 

 

特定給食施設の名称  

特定給食施設の所在地  

設 置 者 名  

住 所  

施 設 の 種 類  

 

 

 

 

 

岐阜県知事           印 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 


